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審査公報掲載文原稿用紙

略
歴

奈
良
肌
生
ま
れ
←
平
荊
東
小
学
弦
、
・
半
繭
中
学
校
、

人
随
敦
肯
大
学
撒
育
学
部
川
属
高
等
学
校
平
野
校
〃
註

一
八
Ｆ
Ｓ
父
換
囲
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
原
よ
る
米
国
ミ
ネ

ソ
タ
川
・
ブ
し
イ
ン
ヒ
寸
一
Ｉ
・
ハ
イ
‐
ス
ク
ー
ル
「

東
京
入
学
法
鞘
部
を
卒
業
、
米
国
・
汽
→
ｒ
Ｉ
ジ
ー
ニ
１

人
学
ロ
ー
ス
ヶ
ー
ル
修
了
（
Ｌ
Ｌ

Ｍ
）
」

昭
和
ト
ハ
ー
１

Ｃ
月

司
法
試
験
合
格

叫
へ
三
作

祠
月

束
Ｌ
以
火
学
注
甦
ゞ
帥
肋
千

千
成

一
ゞ
年
一
○
．
月
筑
波
人
学
制
会
科
学
系
専
任
淵
帥

石
叶

阿
月

学
習
院
人
手
法
学
部
肋
教
擬

一
一
年

阿
月

学
習
院
大
学
は
学
部
教
授

一
㈹
４

、
月

広
路
半
勝
宿
一
法
務
省
民
聿
吋
総
称
操
欲
務
部
門
職

法
符
省
民
蝋
吋
付
一

一
六
年

四
月

学
習
院
大
学
山
門
職
大
学
院
戯
弗
州
究
什
（
法
朴
人

学
院
〉
敦
授
報
法
学
抑
教
掘

・
九
年

列
月

・
紙
火
戦
火
学
院
法
学
研
究
外
教
授

二
二
祁
一
０
月

東
成
入
学
人
学
院
独
学
政
洽
学
研
究
側
教
授

令
馴

七
年

四
月

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
垢
科
長
・
疎
嵌
郡

長

し
り

雌
尚
叔
刊
所
利
聿

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一

令
和
七
年
・
○
月
二
○
口

輔
二
小
成
廷
決
定

全
体
が
包
括
一
罪
を
構
成
す
る
業
務
上
描
箙
の
雫
索
に
つ
い
て
月
・
｝
一
し
」

の
愉
銅
令
額
を
明
小
し
た
亦
凶
墨
吋
Ｌ
一
部
の
月
の
描
箙
分
煎
に
つ
．
き
訴

囚
を
上
刈
る
金
額
を
認
定
す
る
に
噺
た
り
抑
閃
恋
更
ｆ
統
を
締
な
か
っ
た

こ
と
に
逆
よ
ば
な
い
と
し
た
一
全
眺
一
致
一
”
’

二
令
和
七
郎
一
Ｃ
月
二
・
日

輔
三
小
・
法
廷
災
‐
．
・
上

ゴ
ン
テ
ナ
倉
庫
が
刑
法

》
一
○
乗
鱈
い
う

罐
地
物
‐
｜
應
叫
た
る
し
」
Ｌ

た
え
Ｌ
員
一
致
）
ゞ

｜｜ゞ
令
和
七
年
一
二
月
・
○
Ⅱ

蛇
二
小
怯
延
火
花

衲
院
の
診
療
録
中
、
珊
那
仏
・
一
二
・
・
一
矩
←
・
唖
グ
に
ょ
印
採
用
陣
’
一
九
た
川
斯

↑
明
附
な
記
載
を
琵
脇
価
徒
の
随
苫
者
に
よ
る
申
告
事
実
の
凋
定
に
川
い
、

た
第
・
瀞
刊
浪
の
認
定
判
Ⅲ
中
｜
禅
一
法
と
Ｌ
と
一
命
制
よ
戎
）
・

川
令
和
七
年
一
二
〃
’
’
三
日

輪
二
小
洪
延
測
山

住
宅
の
油
化
ｈ
油
ガ
ス
淌
併
散
備
催
つ
き
、
川
備
配
管
の
慣
行
の
も
し
‐
｜
、

配
管
の
没
置
背
川
呼
に
関
し
て
、
所
定
の
剛
間
経
過
前
に
消
併
門
か
油
化

而
州
ガ
ス
の
供
給
赤
塊
約
を
終
・
』
ざ
』
せ
る
聯
合
嵯
所
だ
”
全
納
中
・
樅
化
向

Ⅲ
ガ
ス
敗
北
蛎
業
針
に
支
払
３
片
を
た
め
た
委
項
が
、
淌
腎
苫
契
約
法
九

条
に
い
》
４
一
喝
鎖
澗
岱
苫
契
約
の
解
除
に
伴
、
‐
損
笘
賠
倫
の
煎
牟
『
。
ｒ
た

し
、
又
は
遠
約
余
を
定
め
る
茶
・
項
」
に
冊
た
り
、
か
つ
、
下
均
的
な
掘
吉

は
零
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
全
部
が
飢
効
に
な
る
Ｉ
ご
’
一
だ
（
全
日

黄
一
ゞ

丙
令
和
七
年
ゞ
二
月
二
三
口

第
三
小
法
廷
判
決

榧
化
石
州
ガ
ス
枇
給
の
た
め
に
口
雌
て
化
を
Ｅ
・
設
置
）
、
｜
れ
ふ
一
摘
背
武
備

に
係
る
配
管
郡
に
つ
き
当
誌
壯
・
遁
贋
川
合
ｌ
］
て
お
り
氏
歓
二
四
二
策
た
ト
’

し
青
の
適
用
も
拳
い
と
し
と
｛
全
Ｈ
一
致
。
｜
ゞ

」ハ
令
和
・
へ
年

月
二
Ｃ
日

坊
三
小
法
研
一
判
決

，
汗
灌
上
か
そ
の
熾
併
仁
刈
し
て
術
か
．
〃
似
管
す
る
金
員
を
衿
理
寸
守
２
＄
｜

釣
間
没
し
た
「
預
り
全
、
唯
一
に
係
る
侭
命
憤
椛
に
つ
い
て
、
そ
れ
か
佑

託
財
産
に
扁
寸
る
財
産
．
で
あ
る
と
し
て
・
弁
趣
ｆ
の
問
打
閥
椛
留
め
兼
押
え

辛
’
排
除
で
き
‐
一
る
た
め
に
は
、
化
舐
塊
約
内
山
』
Ｍ
唆
什
と
し
て
少
な
く
し
」
も

僧
託
の
Ⅱ
的
に
つ
い
て
の
合
懲
の
成
虻
を
貝
体
的
隆
一
雫
扱
す
る
必
淫
が
あ

い
・
ま
た
、
化
託
財
産
に
脱
す
一
心
財
産
で
あ
る
か
這
う
か
は
邪
実
蕃
の
ｕ

飢
弁
向
終
粘
叶
寿
一
経
竿
と
し
て
川
断
其
』
汎
る
・
ゞ
へ
き
で
あ
る
と
し
た
（
全
目

一
放
、
慰
兇
付
加
｝
”

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

競
高
放
判
所
山
役
荊
を
も
弧
に
置
い
て
§
腓
吻
、
強
考
え
方
や
・
干
推
に
斑
眼

的
に
脆
き
合
い
、
仰
が
‐
蜂
『
、
あ
る
の
力
ヰ
｜
し
っ
か
印
し
一
見
極
め
‐
そ
←
‐
し
て

最
‐
●
岫
飢
判
所
匡
馴
す
る
賄
猟
に
応
・
→
企
．
。
、
い
勢
●
．
ゞ
た
い
と
翌
い
ｒ
す
．

最
高
裁
判
所
判
蜘

お
き

の
ま
さ

沖
野
眞

州
卯
三
九
年
一
月
二
・
Ｈ
生

’

已

備 考

掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。原稿用紙の黒枠上又は

黒枠外に記載し、又は記録した掲載文は、掲載しないものとする。

掲載文に記載し、又は記録する裁判官の氏名は、当該裁判官の本名（当該裁判官に係る戸籍に

記載又は記録がされている氏名をいう。)又は旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であって、
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よらなければならない。
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ない。
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審査公報掲載文原稿用紙

略
歴

点
，
恥
部
葛
飾
区
生
ま
れ
←
春
Ⅱ
部
尚
佼
、
法
政
人
稚

法
羊
祁
を
‐
￥
業
ゞ
京
都
大
学
大
堂
“
院
法
学
研
究
丹
椣

Ｈ
即
禰
専
攻
修
了
・
叱
邪
都
火
学
博
圭
一
怯
学
）

世

蚊
入
学
名
誉
教
授
ｆ

昭
椥
叫
ハ
三
叩

四
月

井
巡
上
綴
録
一
束
求
弁
誰
十
会
一

千
成

一
ゞ
年

祠
月

法
政
人
学
独
学
部
非
常
勤
滿
帥

一
Ｌ
ハ
ー

囮
月

洪
此
入
学
火
学
院
法
務
研
托
判
数
概

一
ゞ
一
年
二
月

汝
待
省
注
制
審
孟
会
民
法
（
債
権
関
燥
。
｜
部
会
幹
亨

一
ゞ
・
へ
町

入
月

公
結
財
団
技
人
Ⅲ
弁
連
淡
務
研
究
吋
田
常
務
珊
雫

二
Ｃ
年

阿
月

法
政
入
学
大
学
院
法
務
研
究
科
長

令
祁
・
ル
印

石
月

Ｕ
本
，
汗
稚
上
連
合
会
司
法
制
廟
捌
査
会
委
側
長

一
ゞ
年

‐
へ
月
日
本
介
禮
上
連
合
会
虻
事
裁
判
ｆ
紬
匡
聞
す
ゐ
蚤
員

会
幹
事

三
年
望
月

妓
尚
哉
刊
所
民
堺
規
則
制
走
諦
川
妾
仙
全
姿
Ｈ

六
年

川
月

公
蔽
財
山
桜
人
大
学
基
準
協
会
法
務
系
奪
門
職
人
学

院
認
祉
計
Ⅱ
妥
慨
会
委
員

七
年

三
川

競
尚
裁
判
所
川
塀

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一

令
和
七
年
六
川
二
三
口

第
二
小
挫
延
決
‐
疋

医
擦
観
癖
出
川
・
ゞ
条
一
嶋
の
決
定
に
対
す
る
抗
告
の
巾
硴
詳
の
旭
救
け

人
や
仇
古
巾
〃
一
て
の
期
間
芳
斗
←
ど
の
よ
う
に
た
め
る
か
は
、
』
Ｍ
←
法
政
鎧
ｍ

間
馴
一
で
あ
っ
て
．
窟
法
適
否
の
川
題
で
は
な
榊

苓
一
員
・
数
・
城
川
長
〉
”

｜・
令
何
し
り
九
Ⅲ
二
八
口

輪
二
小
法
廷
判
決

令
和
大
耶
に
ｈ
わ
れ
た
衆
・
茨
院
飛
Ｈ
総
選
挙
叩
時
に
お
い
て
、
公
職
選

挙
法
一
三
暴
一
唄
、
別
女
第
一
の
定
め
る
衆
殿
抗
小
遮
添
脾
選
拙
融
目
の

潅
挙
Ｒ
剖
‐
叩
は
、
巻
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
甥
水
に
反
す
る
状
態
Ｅ

あ
っ
た
，
シ
｜
い
う
こ
と
は
一
一
」
さ
ず
、
悲
扶

叫
条
・
・
墹
等
に
違
反
し
な
い
と

し
た
多
敬
意
兄
”
紬
諭
に
賛
岡
し
つ
つ
、
本
什
選
挙
Ⅸ
割
川
の
卜
で
汀

わ

れ
た
小
選
挙
上
選
芋
隠
お
け
る
遡
挙
ド
間
の
投
禦
仙
値
の
・
本
均
衡
は
、
唾

恋
の
問
題
か
生
ず
る
趾
唯
の
不
平
等
状
態

、
曜
迦
伏
誰
一
で
あ
勺
．
た
と
の

意
見
を
付
し
た

一一．
令
和
七
年
ゞ
二
月
二
三
冊

篭
二
小
抜
廷
出
花

人
反
什
公
衆
に
薪
ｌ
』
く
沸
一
悪
を
か
け
る
暴
〃
的
不
良
打
為
等
の
防
止
に

関
す
る
条
例
伽
各
現
定
と
好
犯
罪
状

灸
・
一
・
言
与
と
の
問
曜
←
１
閥
批
訓
は

な
く
憲
法
九
ｍ
茶
に
は
壁
・
ｋ
Ｌ
紅
い
（
全
域
一
汝
一

四
令
和
・
へ
印
ゞ
月
九
日

第
二
小
法
廷
判
決

国
家
公
傍
員
．
循
肯
の
化
凪
に
つ
山
．
て
ほ
有
隅
好
一
渋
に
基
づ
く
他
服
飾
叩

を
受
け
た
県
は
、
そ
の
朧
利
浄
｜
保
全
す
る
た
め
・
川
仙
戸
の
占
有
計
應
吋

寸
る
凶
の
川
竹
陸
に
基
づ
く
浬
物
川
俺
捕
收
椛
を
代
代
行
使
し
て
、
川
占

向
高
に
剛
し
て
同
仲
・
戸
の
明
催
し
を
求
め
る
皇
と
か
で
￥
尋
」
ゞ
る
一
肖
兇
付

・
１
Ｊ
及

川
一

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

制
定
さ
れ
た
法
が
、
そ
の
役
割
を
十
・
か
膳
果
た
す
た
め
に
は
、
そ
の
絃

に
関
す
る
光
た
し
た
賊
秋
論
を
柵
染
十
る
必
甥
が
あ
，
ｊ
、
そ
の
た
め
に
は
坑

口
批
判
町
の
判
例
か
恥
た
ず
役
荊
が
秋
に
入
き
い
し
一
考
え
て
い
ま
す
，
現
実

の
紛
争
伽
件
の
解
決
め
た
め
に
扶
寿
｜
通
川
す
る
こ
と
が
司
泣
的
使
命
で
あ
る

以
上
、
そ
の
絶
命
寿
一
全
う
す
る
た
め
隆
漁
切
な
法
の
鼎
釈
孝
｜
試
み
る
こ
と
に

專
・
し
す
る
萌
存
で
す
ゞ

法
陣
穀
。
匙
、
表
現
す
・
・
へ
き
犀
悟
の
探
浪
中
‐
件
・
わ
ざ

る
限
り
‐
頁
Ⅱ
で
あ
り
、
仏
Ｌ
・
」
社
会
と
の
現
支
的
関
係
に
注
目
し
な
い
限
り
空

廉
で
あ
り
、
山
的
構
成
つ
ま
り
技
解
釈
の
雌
符
な
諭
理
構
成
を
伴
わ
な
い
限ｂ
、
／

剛
肌
″
で
あ
￥
ど
、
こ
れ
は
あ
る
向
稠
圭
鴎
冷
虻
拱
州
先
者
の
・
・
｜
｜
］
梁
し
一
し
て
ほ
り

世
師
か
ら
殿
わ
っ
た
も
の
で
す
《
侭
仙
弁
潅
十
だ
？
一
ゞ
●
｜
咄
，
時
か
ら
こ
の
言
蕊

を
大
切
に
し
て
き
推
し
鈴
下
こ
の
・
［
典
や
こ
れ
か
ら
も
ｋ
切
に
し
て
＄
詰
農

仙
判
所
減
判
官
と
し
て
、
当
事
者
の
・
・
ｆ
張
を
よ
く
聴
き
、
箙
虚
に
。
そ
し
て

貞
熱
に
縦
勝
に
取
り
瓠
ん
で
ま
い
り
た
い
と
哩
刮
一
て
お
り
ま
す
。

最
問
敗
刊
所
判
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掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。原稿用紙の黒枠上又は

黒枠外に記載し、又は記録した掲載文は、掲載しないものとする。

掲載文に記載し、又は記録する裁判官の氏名は、当該裁判官の本名（当該裁判官に係る戸籍に

記載又は記録がされている氏名をいう。)又は旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であって、

当該裁判官に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。）及び名に

よらなければならない。

掲載文に記載し、又は記録する裁判官の年齢は、審査の期日現在の満年齢によらなければなら

ない。

掲載文は、原寸大で印刷し、原稿用紙の黒枠の線はそのまま掲載するものとする。
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